
基本理念

基本目標

第2次教育振興基本計画（案）の基本理念と同じく、
第10次厚木市総合計画基本構想（案）の「将来都市像の実現に向けた想い、基本姿
勢」で、一人一人が明日を見据え、受け継がれた厚木らしさを将来につなげていくこと
を大切にするという考えから、基本理念を「未来を担う人づくり」としています。

〇３つの「約束」
・人と人とのつながりを深めることで、市民協働によるまちづくりを推進
文化、伝統、自然を未来へつなぐ教育の実現
・安心・安全で快適な環境をつくり、健やかな成長を支える教育の実現
・伸び伸びと自分らしく輝けるよう、個性や特長を伸ばす教育の実現

基本方針

〇３つの「力」
第2次教育振興基本計画（案）に位置づけられた基本目標

教育委員会が定める第2次厚木市教育振興基本計画（案）の８つの基本方針を
基本に、市長が取り組む施策を組み合わせて、１０の基本方針としています。
基本方針 1、2 市長が取り組む施策
基本方針 3～10 厚木市教育振興基本計画から

1 子育て環境日本一を目指す、積極的な支援
2 先進的な教育の実践
3 自立につながる「生きる力」の育成
4 子どもたちを育てる支援体制の充実
5 安全な教育環境の整備
6 安心して共に学べる教育の推進
7 家庭・地域・学校の協働の推進
8 地域主体で取り組む社会教育の振興
9 地域の文化・芸術の振興と自主的な学びの支援
10 スポーツ活動の推進

第２次教育振興基本計画の基本方針や第10次厚木市総合計画の基本計画と同じ期
間の６年間としています。

対象期間
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